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当事者による当事者研究の意義

松 本 学

は じめ に

ここ数年、社会福祉などで当事者という用語を散見する。 これは主に当事者運動 と呼ばれる領

域で見 ることができる。筆者の研究フィール ドであるセルフヘルプ ・グループ/NPO法 人(特

定非営利活動法人)と いう形態をとった当事者運動においても、個人や集団がかかえる困難を表

現する場合、当事者による体験の語りなどの表現が重視 される(中 田,2000)。 こうした当事者

運動は、日本においては、1970年 代の青い芝運動や80年 代以降の自立生活運動へとさかのぼるこ

とがで きる。こうした運動の意義は、今まで福祉サービスの受益者であった当事者自身が、自分

のニーズに基づき、自己決定を行 うことを主張 したセルフア ドヴォカシーにある。現在 も当事者

運動の活動はセルフア ドヴォカシーを中心に行われているが、1)差 別禁止法制定を求める運動、

2)自 立生活セ ンターを中心とした介護制度の提案を行うこと、3)海 外における当事者運動の

紹介、という戦略を採 っている。(杉野,1999)。 社会福祉行政においては、当事者サイ ドから行

政サー ビスに対 して主体的に要求を行 うことに近年脚光が当てられており、現在進行中の社会福

祉基礎構造改革においてもそれまでの行政主導のサービス提供から、サー ビスを受ける側の当事

者が自分自身でサービスを選択できる契約制度が取 り入れられている。 この点で、当事者運動は、

福祉において、一定の発言権を確保 しっっある、といえる。

上記のように、社会福祉の現場では当事者のという言葉が一定の意味を持 っているように思わ

れる。以後、本論では、当事者 という用語の意味を整理する。次に、当事者による当事者研究の

意義にっいて論 じる。

1当 事 者 の定義

法律学では、当事者という用語は、当事者主義と関係 して語 られ る。 当事者主義 とは、当事者

(検察官と被告人)が 訴訟追行の主導権を握るべきとする考え方をいう。 これに対置 される職権

主義 は、裁判所が主導権を握るべきとする考え方のことである。っまり法律学での当事者は、訴

訟に直接関係するもの、特 に刑事訴訟法や民事訴訟法上の裁判などでもちいられる紛争の当事者

のことである。 この場合、必ずしも、ある個人のみをさししめす場合に限定 されず、会社や団体
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などもこれに当たる。

障害者福祉においては、当事者 という場合、社会福祉サービスの受益者を指す場合が多い。受

益者という用語 は、受動的な意味を持っため、当事者 という用語へと移行がはかられた。 この移

行は、 日本 においては障害者 自身が生活の自律性を獲得するための運動である70年代の青い芝運

動や80年代以降の自立生活運動(立 岩,1995;全 国 自立生活センター協議会,2001な ど)な どが

契機であると思われる。 このような運動が障害者運動の主流になることで、障害者福祉において、

当事者の運動の重要性が認識 され、その結果、当事者という用語を社会福祉学の言説に取 り入れ

ようとしたという点は当事者運動の意義 として大きい。 このように、当事者という用語は、今ま

での公的福祉サービスと自立生活運動などの当事者による主体的サービス構築を明確に区別する

概念として使用されている(岡,2000)。

近年、当事者という用語の範疇は拡大 し、実状としては、公的な福祉サービスを受けているか

否かに関わ らず、固有のニーズがある人々や集団を当事者と呼ぶ傾向にある。公的な福祉サービ

スを受けていないということは蓋 し障害者制度の対象外の人々であることをさす。っまり、現時

点で当事者という用語の範疇は、当初の受益者という用語から確実に拡大 し、今や何らかの目的

を獲得 しようとする 「障害」者の領域までを指すに至 っているのである。なお、 ここで 「障害」

者とは、いわゆる社会福祉行政において規定するところの障害者(身 体障害者 ・知的障害者 ・精

神障害者)と 、それ以外の者をも含める。筆者は、 ここで1990年 成立の 「障害を持っアメリカ人

法」(AmericanswithDisabilitiesAct:ADA)に おける障害者規定における見なし規定を念

頭に置いている。 これは、実際には障害を持 っていなくとも、周囲が障害を持 っていると見なす

ことがあれば、すなわち障害であるという障害観である。

心理学では、当事者 という用語は一般に見受けられない。 これは、実証主義的心理学研究が、

実証という目的を重視するあまり、「現実」か ら離れていったということと軌を一にす るように

思われる。当事者のみならず、研究者の属性を明記 しない研究が多 く行われている。

しか し、 とりわけ社会的弱者などの研究の場合には、のちに述べるクレーム申し立てのための

装置として、当事者概念を使用する意義があると思われる。これは、いかに今までの日本の心理

学が、現象の解明と記述に追われ、社会変革を意図 してこなかったかということを示 していると

思われる。

II当 事 者 の排他 性

障害者福祉における当事者が自分たちの自律性を獲得するたあに活動するという点 は、サービ

ス提供側(支 配者)の 一方的支配への対抗運動という点で、マイノリティのさまざまな運動 と近

似 しているとおもわれる。マイノリティは、社会的少数者を意味するが、当事者 も意見を行政な

どに反映できないという意味で、(ま た、その反面 「保護」されているという意味で)マ イノ リ
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ティということができる。またこの問題は、民族間の紛争などの場合にしばしば問題 となるエス

ノセントリズムとの関連 も指摘することができると思われる。同様に、国家間の戦争や、国家の

範疇を越えた南北問題においても、当事者が存在する。 この場合の当事者は利益を享受するとい

うより、むしろ損害を受けるというような意味を持っ。

では、以下は障害者福祉における当事者を念頭に置いて、個人 としての当事者の特徴を見てい

きたい。以降、本論では障害者は制度上の障害者 ・制度外の 「障害」者いずれをも含む。 当事

者には、利害関係が常について回る。 これはこの用語がそもそも法律概念として出発 しているこ

とから明らかである。 このたあ、当事者以外には、事態はまったく関係せず、他者を排除 しよう

とする排他性を意味する可能性がある。特 に非当事者の立場か らみたとき、事態は当事者によっ

て独占され、当事者以外 はふれることも語ることもできない状況がおこることもある。 アルコー

ル依存症者のグループであるAA(AlcoholicsAnonymousア ルコホーリクス ・アノニマス)や

薬物依存症者のグループであるNA(NarcoticsAnomymous)な ど、参加者同士が匿名性を重

視するアノニマスグループといわれる種類のセルフヘルプグループなどはその典型である。 この

ような参加者の匿名性を重視するグループではなくても、セルフヘルプグループは集会参加の条

件などを限定することによって一定の排他性を有 している。

しか し、排他性という特徴にはいくっかのメ リットがあげられる。まず、当事者概念の排他性

が、きわめて特殊な状況に置かれている当事者の権利を擁護する場合がある。 こうした場合、非

常に少数者であることが多いと思われる。たとえば、今まで当事者 として認知 されてこなかった

人々(例 えば、顔に先天性疾患や外傷があるもの)に とって、当事者だけに限定された状況は、

近年 まで得ることができなかった。それゆえ、 こうした問題のある当事者はひとりひとりで非当

事者の排他性に耐えなければならなかった。とすると当事者の集団における排他性は、排他性を

維持することで、当事者自身の独自の下位文化をつ くる可能性を有 している。

また、特に社会福祉において、こうした排他性は専門職に対する一定の距離をとるための機能

も有 している。 さまざまな状態の当事者があつまってできたセルフヘルプ ・グループは、非専門

職によって構成 されているため、組織的基盤が既成の組織 と比較 して脆弱なことが多 く、専門職

の介入によって機能不全になることも多い。さらに、専門職の主導によって設立されるセルフヘ

ルプ ・グループも多 く、 この場合、当事者の利益のためよりも専門職の利益(例 えば、比較的希

少な疾患をもっ患者を集あられる)の ために、運営されている場合 も多い。 こうしたことを防 ぐ

ために、セルフヘルプ ・グループでは、当事者のみの運営になっているところが多い。

さらに、当事者は、固有の状況の中にある人である。当事者の固有の状況は、取 り組むべき問

題として位置づけられている場合が多い。その意味で、当事者は、今まで取り組まれてこなかっ

た問題を提起するという特徴を持っている。これは、当事者運動の例として先に挙げた青い芝の

会や、 自立生活運動が自分たちの自律性を確保 しようとするという点で問題提起的であることを

みれば明らかである。 またここか ら、当事者 という特徴には、係争的ニュアンスも含 まれること
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になる。

111当 事 者 に よる 当事 者研 究 の意義

では、以上の当事者の特徴をふまえて、当事者による当事者研究においては、どんな意義が存

在するのであろうか。想定される困難としては、問題への近さや客観化、対象化が困難であると

いう点があげられる。問題への近さという点は、往々にして、問題に対する客観的視座の欠如 と

みなされがちである。 しかし、研究 というスタイルを取ることは、一面で研究者に当事者として

の特徴を薄めさせる。っまり、当事者 としての研究者は、研究場面では当事者としての特徴より

も、研究者としての特徴をより自覚 しているように思われるので、研究者が当事者の特徴を持 っ

ていることがすなわち問題にっいての客観的視座を失うこととは言えないように思われる。むし

ろ、当事者である研究者は、単に客観的な視座ではなく、当事者と対話的な視座で考察を くわえ

ることができると思われる。 さらに、当事者 という特徴は、まさにその問題に対する近さ故に、

切実である。 このことから、研究にたいする問題意識や動機の強さは非常に高いように思われる。

松本(2000)は 、調査者 としての特徴(当 事者であること)を 明示 して、分析上生 じるバイア

スと利点 にっいて整理 した。 これは、当事者 という特徴 自体を記述 して行う上で必要最低限の分

析であった。その後、当事者 という属性の表す意味を整理する必要があると感 じた。 これは、法

律や福祉、 ジャーナ リズムなどいくっかの分野で当事者 という用語が様々な定義で用いられてい

るためである。

もちろん研究者が当事者であることは、そのまますぐに肯定できることではない。先ほどあげた

当事者の排他性から見て、当事者の発言が、ある種の政治力や権力を有することもある。単に当

事者だからといって、発言全てが当事者の現状を明示 しているものではない。以上のことに対 し

て、当事者である研究者は常に自覚的になるべきであろう。当事者であるという特徴を明示 して

記述することは、他の同様の当事者にとって、相応の影響力を持っ。セルフヘルプ ・グループの

ような当事者集団を調査対象とする場合、当事者集団の言説に対 して距離をとれずに、 「グルー

プに都合の良いことのみを報告するという意味でグループの 『御用学者』になる恐れ」(岡2000)

も存在す る。 さらに問題の近さは、当事者である研究者にとって、研究を継続する上で相応のス

トレスとなりうる。当事者でなければアプローチできないような対象 ・語り手やその内容 は、研

究者自身の体験と重なるところが大きいため、記述することが困難になることもありうると思わ

れる。

当事者運動においては、当事者が運動を行 うことで、自身の自律性を獲得する方向に進んでき

た。では、運動と対置 したとき、当事者による当事者研究においてはどのようなメリットをみる

ことができるだろうか。一っには、ある一定の理論的枠組みの中で当事者の問題を取 り上げるこ

とで、当事者運動の排他性を取 り除き、より普遍的問題意識を持っことができるとおもわれる。
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これは単にクレームの申し立てというだけではなく、当事者の問題意識を研究 として発表するこ

とは、心理学や社会福祉学などの学問に新 しい問題意識を提起す る働 きもあると思われる。

また、当事者運動においては、どこかに非当事者から援助 されることを想定 している(立 岩 ・

寺本,1998)。 こうした非当事者か らの支援は、当事者の自律性を阻害する点で当事者運動の限

界とされている。当事者による当事者研究は、 こうした当事者運動の限界を解決する1っ の回答

ともなりうると思われる。

さらに、当事者の特徴を持っ研究者にとって、研究をはじめた動機としてやむにやまれぬ自己

への探究欲求というべきものが挙げられるだろう。それゆえ、当事者である研究者が研究を継続

して行 くことは、研究者自身にとって自己のアイデ ンテ ィティを確認 し続ける活動に他ならない

と思われる。

IV要 約

本論では、障害者福祉の分野で、当事者の運動が障害者 自身の自律性を獲得することを目指す

ものであると確認 した上で、 さまざまな領域で当事者 という用語の意味を確認 した。法律分野で

は、当事者は訴訟に関係するものを指したのに対 し、障害者福祉においては、社会福祉サービス

を受ける受益者を当事者 と呼んでいる。近年、障害者福祉における当事者の用語の意味は拡大し、

社会福祉サービスを受ける者だけではなく、固有のニースをもっものを広 く当事者 と当事者と呼

んでいる。

このような当事者の特徴として、当事者以外に対する排他性をあげることができた。 この排他

性は、特に少数者であり、専門職の支配を受けやすい当事者の自律性を確保するたあに、必要な

ものと考えられた。

以上の当事者の排他性か ら、当事者による当事者研究は、研究を進める上で、発言の政治性に

自覚的にならなければならない。また、当事者の言説に一定の距離をとることができずに当事者

の 「御用学者」になる可能性 も指摘できる。 このような困難にも関わ らず、当事者による当事者

研究は当事者との暖かい対話的視座で考察を行うことができる可能性や、問題の切実さ、研究者

自身の自己の探求という点で、非常に意義のあるものを考え られた。

本論においては、おもに障害者福祉領域において、当事者による当事者研究についての意義を

考えた。 しか し、当事者による当事者研究は、障害者問題に限定 したものではない。人類学にお

ける内部者の視点 による研究(Langness&Frank,1981)や 、 フェミニズム研究などにっいて

文献検討を行 うことは当事者による当事者研究を位置づける上で、今後の課題である。
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